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学校感染症の出席停止の取り扱い（治癒及び登校報告書の保護者記入）について 

 

お子さまが感染症にかかられた場合、必要に応じて医師が出席停止の判断をされることがあります。

医師の判断及び法令の規定に従い、学校では、お子さまを出席停止とし、欠席扱いにはしません。 

加東市では、お子さまがインフルエンザ・新型コロナウイルス感染症にかかった場合には、「治癒及

び登校日報告書」に保護者の方が記入し、学校に提出していただくことになっております。 

感染症の中には、登校許可書を医師に記入していただいていたことがありましたが、インフルエン

ザ・新型コロナウイルス感染症と同様に「治癒及び登校報告書」についても保護者の方が記入のうえ学

校へ提出していただくことにします。健康と安全のため、ご協力よろしくお願いします。 

 

記 

 

１ 体調不良の場合は健康を最優先に考え、医師への受診をお願いします。 

２ 学校感染症に感染（疑いを含む）した場合は、法令の規定により出席停止となり、欠席扱いとはな

りません。 

３ 出席停止と診断された場合は、医師に発症日をご確認ください。また、治癒後の登校にあたっての

医師の診察の必要性については、主治医の指示に従ってください。 

４ 別紙「治癒及び登校報告書」につきましては学校ホームページからダウンロードしてご使用くだ

さい。学校へお知らせいただくと担任の方から用紙をお渡しすることもできます。なお、医師による

記入は不要です。保護者自身がご記入ください。 

 


